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「特定健診保健指導全国調査から
見えるもの」

平成19年度地域保健総合推進事業

「医療制度改革における生活習慣病対策に関する
市区型と県型保健所の役割の検討」結果より

医療制度改革における生活習慣病対策
の見直しに関し、既存の市民健診、がん
検診と平成２０年度からの特定健診・特
定保健指導とのデータ・手法面での連続
性の確保と分析を行い、県型、市区型保
健所において新たな生活習慣病対策を円
滑に実施する方策を検討する

事業実施目的



実施時期

平成１９年 ７月

平成１９年１２月（市区型保健所のみ追加調査）

対象

・県型保健所：４７都道府県

・市区型保健所：８３市区

回収率

７月・県型保健所： ４７/４７（ 100%）

・市区型保健所：６３/８３（75.9%）

指定都市(13*)、中核市等(28)、特別区(22)

12月・市区型保健所：５２/８３（62.7%）
指定都市(12*)、中核市等(22)、特別区(18)
*指定都市の複数保健所は市代表1保健所とした。

アンケート調査

平成２０年度以降取り組み予定事項（県型保健所）
重複回答可
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特定健診特定保健指導の受託

保険者協議会等関連する協議の場への参画

特定健診・保健指導従事者の養成・育成

情報集約、分析、評価を含めた調査研究機能

特定健診・特定保健指導等への技術的支援

地域・職域連携推進協議会の設置・運営

（％）



平成２０年度以降取り組みの優先度（県型保健所）
重複回答可
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特定健診特定保健指導の受託

保険者協議会等関連する協議の場への参画

特定健診・保健指導従事者の養成・育成

特定健診・特定保健指導等への技術的支援

情報集約、分析、評価を含めた調査研究機能

地域・職域連携推進協議会の設置・運営

（％）

平成１９年度に実施している市町村支援内容（県型）
重複回答可
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保健師、栄養士等の専門職派遣・交流

基本健康診査データと医療レセプトデータの集約・
突合・分析

特定健診・特定保健指導の具体的実施方法の検
討

特定健診等実施計画と連動させた健康増進計画
の見直し

ポピュレーションとハイリスクを連動させた生活習
慣病対策の検討

特定健診・特定保健指導従事者への研修

健康課題抽出～生活習慣病対策の指標、方法、
評価の検討

衛生・国保・介護部門の役割分担と連携協力に関
する連絡調整

（％）



地域・職域連携推進事業の実施状況 （県型保健所）
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地域・職域連携推進協議会の設置状況（県型保健所）
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地域・職域連携推進協議会構成メンバー（県型）
ｎ＝３７ 重複回答可
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健康づくり推進員

在宅栄養士会

産業保健推進センター

食生活改善推進員

労働基準協会

学識経験者

歯科医師会

健康保険組合

商工会

事業所・事業者団体

労働基準監督署

地域産業保健センター

医師会

市町村

（％）

地域・職域連携推進事業の働き盛りへの係わり（県型）
ｎ＝４７ 重複回答可
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事業場が加入する健康保険組合との連携

健康情報発信

地域の健康づくり資源との連携

事業場の健康管理スタッフとの連携

事業場の健康実態や管理状況の調査研究

研修会の開催

事業場・事業者団体等との健康教育等

地域保健と職域保健の健康課題の掘り起こし

（％）



地域・職域連携推進事業の評価状況（県型）
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（％）

地域・職域連携推進事業についての自由意見１
（県型保健所）

県型保健所の大半は、地域・職域連携推進
事業の重要性を認識し、積極的に推進してい
る。ただ、どうしても地域保健主導で推進して
いる状況にあり、地域と職域の相互理解には
まだ時間を要するとの意見であった。



地域・職域連携推進事業についての自由意見２（県型）

具体的連携項目としては、特定健診・特定保
健指導の効果的な実施に向けた取り組みを
はじめ、喫煙対策、心の健康づくり、うつ対策
や自殺対策等健康づくりの幅広い課題に取り
組んでいる。また地域づくりに視点をおいた
生活習慣病予防に取り組んでいるところや、
先進的取り組みとしては、佐賀市の事例では、
糖尿病部会や肝炎対策を協議会のテーマと
して推進している。

地域・職域連携推進事業についての自由意見３ （県型）

小規模事業所については、一様に、事業主
の意識が低いことと健康づくりの基盤が泥弱
であるとの指摘があり、定期健康診断すら実
施していない事業所もあることが明らかに
なった。また、平成２０年からの特定健診等に
ついても十分な情報提供がなされていない等、
明らかな情報格差も伺えた。



地域・職域連携推進事業についての自由意見４ （県型）

事業評価については、事業実施１～２年目の
ところが多く、職域の健康づくりの改善につい
ての効果判定は時期尚早との意見が多かっ
た。

特定健診・特定保健指導実施に向けての
自由意見1 （県型保健所）

県型保健所は、特定健診・特定保健指導の実
施主体ではないため、会議、研修を通じた市町
村支援や、部門間の調整を主とした役割と考え
ている。

関係部門との連携については、全体のネット
ワークづくりに取り組んでいるところもあれば、
縦割りの中で全く連携がとれていないところも
あり、取り組みの格差が大きい。さらに、県保険
課や国保連合会が主催する会議や研修会との
整合性や連携を、今後の課題としている。



特定健診・特定保健指導実施に向けての
自由意見2 （県型保健所）

具体的な支援内容は、市町村の情報交換、特定保
健指導等実施計画策定支援、特定保健指導の技
術研修、地域特性を踏まえた健康なまちづくりの支
援等がみられた。

課題としては、市町村のマンパワー不足、人材育成
の必要性、アウトソウシング先の確保、未受診者や
非該当への対策も含めたトータルとしての生活習慣
病対策、特定健診と連動したポピュレーションアプ
ローチの重要性やその評価方法、健診データの共
有、住民や事業所への啓発方法等々、現時点で多
くの課題が示された。

市区型保健所の7月調査結果１

１．保健所と国保部門との連携体制
・検討会を設置している 39 (62%)

・保健師等に兼務辞令が発令された 10 (16%)

・組織が一体化された 0  (0%)

・その他 13 (21%)

２．保健所の役割として本来行うべき事項

・健康情報集約～分析～発信の機能 43 (68%)

・医療機関、民間等が適切にサービスを 37 (59%)

指導・助言する機能

・データの集約、分析、評価する機能 35 (56%)

・研修会の開催 32 (51%)



市区型保健所の7月初回調査結果２

３．特定健診・保健指導の実施にあたっての課題

・単価 / 様式の統一化 40 （64%）

・機器 / 設備 / 人材を満たす拠点の不足 31 （49%）

・保健指導が行える質を満たす拠点の不足 30 （48%）

・その他：現状体制による評価の困難、サービス提供量の不足等

４．計画・実施・評価等の実施の方向性(保健所数）

保健所中心 関与 委託

・実施計画の策定 1 48 2

・特定健診の実施 5 18 46

・保健指導の実施 27 16 35

・情報の集約～効果検証 29 49 6

・ﾚｾﾌﾟﾄの突合～分析～評価 17 52 4
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（平成（平成1919年年77月月とと1212月月調査の比較調査の比較））

情報の情報の集約・集約・効果検証効果検証 レセプトとの突合レセプトとの突合//分析分析//評価評価

市区型保健所における初回（市区型保健所における初回（77月末）と再調査（月末）と再調査（1212月月
末）の推移末）の推移

組織再編した保健所は、前回と概ね同じ組織再編した保健所は、前回と概ね同じ２２割以内であった。割以内であった。

特定健診を実施する保健所は、前回特定健診を実施する保健所は、前回8%8%から今回から今回58%58%と大幅にと大幅に

増加。特定保健指導も初回の増加。特定保健指導も初回の4343％から今回％から今回60%60%に増加。に増加。

情報の集約・効果検証の実施は、初回情報の集約・効果検証の実施は、初回46%46%であったがであったが33%33%とと

やや減少した。やや減少した。

健診・保健指導と医療レセプトとの突合・分析・評価の実健診・保健指導と医療レセプトとの突合・分析・評価の実

施は、初回施は、初回2727％から今回％から今回1414％と％と減少減少した。した。



特定健診・保健指導の実施における課題特定健診・保健指導の実施における課題 (%)(%)

自治体間、保険者間の相互乗入れ自治体間、保険者間の相互乗入れ、単価、様式等の統一化の、単価、様式等の統一化の
問題問題 ６４６４％％

特定健診保健指導が行える特定健診保健指導が行える機器・設備・人材（専門職）等を満たす機器・設備・人材（専門職）等を満たす
拠点拠点がハード、ソフト両面に少なく、サービス提供量も少ない。がハード、ソフト両面に少なく、サービス提供量も少ない。

４４ ９９％％

特定健診・保健指導評価は現特定健診・保健指導評価は現体制体制では困難では困難 ４３４３％％

特定健診・保健指導に従事する特定健診・保健指導に従事するスタッフの育成機会スタッフの育成機会が少ない。が少ない。
４３４３％％

県型保健所からの提言

１． 地域・職域連携推進事業は、働き盛り世代の
健康づくりを推進するための中心的事業であり、
今回、中小企業における地域保健と職域保健
の意識の差が明らかになったことから、県型保
健所においては、関係機関との連携の下、継続
的な介入・支援が求められる。国においてもこ
のような状況に鑑み、一層の財政的・技術的支
援をお願いしたい。



県型保健所からの提言１

１． 地域・職域連携推進事業は、働き盛り世代の
健康づくりを推進するための中心的事業であり、
今回、中小企業における地域保健と職域保健
の意識の差が明らかになったことから、県型保
健所においては、関係機関との連携の下、継続
的な介入・支援が求められる。国においてもこ
のような状況に鑑み、一層の財政的・技術的支
援をお願いしたい。

県型保健所からの提言２

２． 健康増進計画を推進するためには、特定
健診・特定保健指導のみならず市町村衛生
部門の保健事業を総合的に推進することが
求められていることから、県型保健所におい
ては、関係機関の連携協力の下、地域の健
康情報の共有と総合的な推進・評価に努める。



県型保健所からの提言３

３． 地域の健康づくりを推進するためには、ハ
イリスクと連動したポピュレーションアプロー
チが求められているが、現時点ではポピュ
レーションアプローチの明確なガイドラインは
ない。県型保健所の役割として、特定健診等
が導入されて以降の、生活習慣病に対する
新たなポピュレーションアプローチのあり方に
ついて、効果的な実施方法や評価方法の検
討が望まれる。

市型保健所の役割に関する課題と提言

•半数以上の保健所で国保部門との連携のため検討会の

設置等を行っている。中核市等・特別区に比べ、指定
都市では低い傾向があり、これは、指定都市では本事
業を本庁が実施しているためと考えられる。

•半数程度の保健所が、特定健診•保健指導に直接関わ
らないと回答していた。

•特定健診・保健指導に関与しない保健所においては、
生活習慣病予防対策としての保健活動を行う上で、健診
ﾃﾞｰﾀを含めた情報は地区診断に必須であり、何らかの関
与方法を検索する必要がある。



市型保健所の役割に関する課題と提言

多くの保健所が、本来行うべき役割として、地域住
民の健康情報を集約・分析・評価することと回答し
ていたが、一方で事業全体のマネージメント機能と
回答した保健所は１８ヶ所と少なかった。

保健所が従来所管していた成人保健の質を確保す
るため、以下の事項等を明確にする必要がある。
自治体組織として、地域の成人保健の質を確保する
方策

保健所（保健専門職）として、今後の関与方法を検討
する必要がある

平成20年度の事業計画

県型保健所に対して地域・職域連携推進事
業評価の達成状況の調査

市区型保健所に対して特定健診等の実施状
況の調査。

国保被保険者の既存健診ﾃﾞｰﾀと医療レセプ
トとの突合により、生活習慣病の医療特性を
分析する

既存の市民健診ﾃﾞｰﾀと特定健診ﾃﾞｰﾀの継続
性を担保する方策の検討

特定健診・保健指導マニュアルの有効性を検
証し、見直しに向けての提言を行う。


